
１ 委員の再任 

再任回数の上限を条例上無くし，各区自治協議会の判断で独自の取扱いができるよう

定める。

※公募による委員については，区民による区政への参画機会を確保するため，再任

回数の上限は１回とする。

２ オブザーバーの参加 

  団体選出委員の属する団体の（委員とは別の）構成員も，必要に応じて本会議や部会

へオブザーバー参加できる旨を定める。

３ 必須意見聴取の対象とする施設 

必須意見聴取の対象とする施設種別について定める。

○ 委員の再任 

委員の再任については，第６期（平成29年度～平成30年度）まで再任回数の
上限を設けていたが，地域団体代表者等の再任が制限されているという課題等

があるとした「新潟市区自治協議会のあり方検討委員会（平成29年度）」での議
論を踏まえ，条例上再任回数の上限を無くすこととする。 

一方で持続的な自治の推進を実現していくためには，地域の諸課題に取り組

む人材の育成・確保や，多様な区民意見の反映といった点も考慮する必要があ

ることから，委員の選任について定めた「新潟市附属機関等に関する指針」に

基づきつつ，区自治協議会の判断で各区の実情に応じた取扱いができるものと

する。

○ 委員以外の者の出席 

会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，意見

を求めることができるものとした。この場合は，会議の協議及び議決に加わる

ことはできず，会長の求めに応じ意見等を述べるものである。

本規定の主な対象者としては、特定の分野に精通した有識者のほか，団体選

出委員の属する団体の構成員等を想定している。本規定に基づき，諸事情によ

り委員が会議を欠席する場合であっても，円滑な情報共有等を図るために，当

該団体の構成員を会議へ出席させることができる。

○ 部会 

部会又は部会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を部会に出席

させることができる。本規定に基づき，団体選出委員の属する団体の構成員を

部会に出席させることもできる。

○ 新潟市区役所組織規則に規定する区役所が管理する施設のうち，区民への影

響が大きい次に掲げるものの設置及び廃止並びに指定管理者制度の導入 

【対象となる施設】 

 施設種別 例  示 

庁舎系施設 区役所，出張所，連絡所など

コミュニティ施設
市民会館，コミュニティセンター，コミュ
ニティハウスなど

文化施設 文化会館，美術館，博物館，資料館など

スポーツ施設 体育施設

レクリエーション施設 観光施設

子育て支援施設 保育園，児童館，子育て支援センターなど

高齢福祉施設 デイサービスセンター，老人憩いの家など

保健施設 保健福祉センター，健康センターなど

都市公園 地区公園，総合公園

産業系施設 勤労者会館
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１ 委員の再任【現行運営指針 １８Ｐ】 

改正後 改正前 

委員の再任については，第６期（平成 29 年度

～平成 30 年度）まで再任回数の上限を設けて

いたが，地域団体代表者等の再任が制限されて

いるという課題等があるとした「新潟市区自治

協議会のあり方検討委員会（平成 29 年度）」で

の議論を踏まえ，条例上再任回数の上限を無く

すこととする。 

一方で持続的な自治の推進を実現していくた

めには，地域の諸課題に取り組む人材の育成・

確保や，多様な区民意見の反映といった点も考

慮する必要があることから，委員の選任につい

て定めた「新潟市附属機関等に関する指針」に

基づきつつ，区自治協議会の判断で各区の実情

に応じた取扱いができるものとする。 

なお，公募による委員については，区民によ

る区政への参画機会を確保するため，再任回数

の上限は１回とする 。 

委員の再任については，平成２６年度に各区

自治協議会に意見聴取を行った。その結果，地

域コミュニティ協議会の人材不足という状況

を踏まえ，継続性のある地域課題を解決するた

め，第１号委員の再任回数の上限を１回から２

回に拡大した。 

一方，多様な意見反映のため，より多くの区

民に参画してもらうべきとの意見もあったこ

とから，第２～５号委員の再任については１回

までとした。地域の諸課題に取り組むための人

材確保などの観点から，２期を務めた個人であ

っても選出団体や委員資格が異なっている場

合など，特殊なケースでの選任に対応できるよ

う，ただし書きの規定を設けた。 

なお，２期を超える個人の選任に当たって

は，「新潟市附属機関等に関する指針」におけ

る在任期間の規定（通算６年）に留意するもの

とする。 

２ オブザーバーの参加 

（１）本会議 【現行運営指針 ２６Ｐ】

改正後 改正前 

会長は，必要があると認めるときは，委員以

外の者を会議に出席させ，意見を求めることが

できるものとした。この場合は，会議の協議及

び議決に加わることはできず，会長の求めに応

じ意見等を述べるものである。 

本規定の主な対象者としては，特定の分野に

精通した有識者のほか，団体選出委員の属する

団体の構成員等を想定している。本規定に基づ

き，諸事情により委員が会議を欠席する場合で

あっても，円滑な情報共有等を図るために当該

団体の構成員を会議へ出席させることができ

る。 

会長は，必要があると認めるときは，委員以

外の者を会議に出席させ，意見を求めることが

できるものとした。この場合は，会議の協議及

び議決に加わることはできず，会長の求めに応

じ意見等を述べるものである。 

（２）部会【現行運営指針 ２８Ｐ】

改正後 改正前 

部会又は部会長は，必要があると認めるとき

は，委員以外の者を部会に出席させることがで

きる。本規定に基づき団体選出委員の属する団

体の構成員を部会に出席させることもできる。

区自治協議会は，必要があると認めるとき

は，委員以外の者を部会に出席させることがで

きる。 

３ 必須意見聴取の対象とする施設【現行運営指針 ３７・３８Ｐ】 

改正後 改正前 

・ 新潟市区役所組織規則に規定する区役所が

管理する施設のうち，区民への影響が大きい次

に掲げるもの 

【対象となる施設】 

・ 新潟市区役所組織規則に規定する区役所が

管理する公の施設

（留意事項）

○ 区役所が所管する公の施設

  区役所が所管する公の施設については，新

潟市区役所組織規則第３条に掲げる区役所

の機関で公の施設であるもの及び別表に掲

げる区役所の課又は機関が管理する公の施

設を対象としている。

区自治協議会運営指針の主な見直し事項（新旧対照表） 



（別紙） 

区自治協議会運営指針の主な見直し事項に対する意見書 

氏 名：           

項   目 意          見

１ 委員の再任について

２ オブザーバーの参加に

ついて

３ 必須意見聴取の対象と

する施設について

４ その他

※ ご意見がありましたら，９月１４日（金）までに事務局へ提出くださいます

ようお願いいたします。 

ファックス：025－373－2385 

電子メール：chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp 


